
令和５年　第５回

苓北町農業委員会総会会議録



１．開催日時　 令和５年５月９日（火）

午前９時２５分から午前１０時２５分

２．開催場所 苓北町役場２階庁議室

３．出席者

（農業委員）

　　　　　　　　　　　　　　２番　宮﨑　志武

　３番　田嶋　郁美　　　　　４番　福田　健治

　５番　荒木　義孝　　　　　６番　瀬形　　茂　

　７番　小野　三幸

４．本日の欠席委員（　１名）　　１番　林田　道久

５．議事日程

　　　　日程第１． 議事録署名委員及び総会書記の指名について

　　　　日程第２． 議案第２８号　農地法第３条の規定による許可申請について

　　　　日程第３． 議案第２９号　農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の変更

　　　　　　　について

　　　　日程第４． 議案第３０号　農用地利用集積計画の認定について

　　　　日程第５． 議案第３１号　非農地判断について

　　　　日程第６． その他事項

６．総会書記（農業委員会事務局職員）

　　局長補佐　川原大輔　主事　大津信太朗

７．会議の概要

　　　１．開　会 　　　　　　　　　　　　　　開会　午前９時２５分

事務局 　只今から令和５年第５回の農業委員会総会を開会致します。

　まずは、小野会長からご挨拶をお願い致します。

小野会長 　皆さん、おはようございます。

　本日は、お忙しい中にご出席いただきまして誠にありがとうござい

ます。

令和５年第５回　苓北町農業委員会総会会議録



　ゴールデンウィークも終わりまして、それぞれのご家庭で帰省客も

帰られてホッとされているんではないかなあというような気がしてお

ります。

　福田さんところのオリーブ園のお客さんはやっぱり多ございました

でしょう。

福田委員 　やっぱり３，４，５日が多かったですね。

小野会長 　お天気がですね、終盤恵まれず人手が鈍ったかなというような気が

しましたけど、だんだんと皆さんに知っていただいて良いことだなと

思っております。

　コロナ感染もですね、法の位置付けが５類に引き下げられ移行され

ましたですね。５類になって季節性インフルエンザ並みの扱いにしま

すよということだったですけど、専門家のお話ではやはり、我々もそ

れは感じておるところではございますが、感染力が強い、そして、重

症化しやすいということが根強く残っておりますので、ここで気を緩

めたらですね、またいろんな問題が起きるんじゃないかなというよう

な気がしてまいります。一応、共存といいますか共生というんでうか

ね、共にということなんでしょうけど、それぞれが自分できちっと対

策を立てて自分で守ろうということになってきました。

　どうですか、志武先生、保育園なんかはやはりいろいろと楽ですか

ね。

宮﨑委員
　そうですね、ストレスからは多少解消された感じですけど、さっき

おっしゃったとおり、季節性インフルエンザも流行っていうようなの

で、感染症は常に流行ってますので、変わらず対策はしていきます。

小野会長 　そうなんですよね。そこの所を我々も十分注意しながらですね、生

活して行かなくてはいけないんだなということを感じているところで

ございます。

　さて、ＴＳＭＣの巨大工場といいますかね、工場が建設中でありま

すが１年が過ぎたんですかね。その大きな工場が稼働される前からい

ろんな波及効果と申しますか、いろんな効果も出ている一方で、歪み

といいますかそういう所も徐々に出てきているような気もいたしま

す。



　私たち農業委員会は特に他町のことではありますので、どうこう言

うようなことはできませんけど、農地の転用という所がですね、やっ

ぱり少し気になるところではあるかなと思っております。と申します

のが、近隣の町なんかでは、農地を借りて牛の餌とかを作っているけ

れど、地主さんから返してくれろと言われるようなことが起こってる

そうなんですよ。すでにそういう話があって農地を返しましたという

ような方もおられるそうなんですよ。これから農業、工業、基幹産業

といいますか、そういう所のバランスをうまくしていくというのは表

現がおかしいですけど、だんだん難しくなって、いろんなことが出て

くるんだなというような気がいたしております。

　私たちも農業委員としてそういう所をやっぱり見て、例えば、新聞

などに載っていた時は読みながらどういう対応が良いのかというのを

しっかり考えていかなくては駄目なのではないかなというような、最

近そういう気がしております。

　今は、国も県も農業よりやっぱり工業の方を、特に大きい工業団地

というのができてきますとやはり畑が一番手がいらんですもんね。山

を崩してといったら大変なことになりますけど、畑は即工場なんかに

できますね。熊本県も農業県から工業県になっていくんではないかな

というような気がしておるところでございます。

　それでは、早速始めたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願い

いたします。

事務局 　ありがとうございました。

　本日は林田委員が欠席でございます。

　出席委員は定足数に達しておりますので、総会は成立しておりま

す。それでは、苓北町農業委員会会議規則により、議長は会長が務め

るとなっておりますので、以降の議事の進行は小野会長にお願いしま

す。どうぞよろしくお願い致します。

議長 　はい。それでは議事に入ります。日程第１の議事録署名委員及び総

会書記の指名でございますが、私から指名させて頂いてご意義ござい

ませんか。

（はい。の声あり）



　それでは、３番の田嶋委員さんと４番の福田委員さんにお願いを致

します。

　本日の会議書記には、農業委員会事務局の川原氏、大津氏を指名致

します。

議　　長 　それでは、日程第２．議案第２８号　農地法第３条の規定による許

可申請についてを議題と致します。

　事務局に説明を求めます。

事務局 　はい、２ページをお開きください。日程第２．議案第２８号　農地

法第３条の規定による許可申請について、農地法第３条の規定による

許可申請を別紙のとおり受け付けたので附議する。

令和５年５月９日　苓北町農業委員会　会長　小野三幸。

　3ページをお開きください。

　整理番号１の案件について説明致します。

　申請人は、議案記載のとおりです。

　申請物件は、畑３筆　９３３㎡です。

　場所については、５ページ、６ページに図示しておりまが、場所

は、都呂々千保林道入口から約２００ｍほど県道を都呂々方面に下っ

たところにある農地になります。

　権利の種類は、贈与による所有権移転。申請理由は、後継者への贈

与を行うためです。議案記載の審議の要点につきましては、許可要件

の全てを満たしていると判断しております。以上でございます。

議　　長 　はい。ありがとうございました。この件につきましてご意見のある

方は、挙手をお願いします。

福田委員 　はい。

議　　長 　福田委員。

福田委員 　５月３日に、申請者から連絡がありまして、私が現地確認に行かし

てもらいました。母から子どもに贈与ということで、畑を見させてい

ただきましたが、要件のとおり何ら問題ありませんでした。

議　　長 　他にご意見のある方は、挙手をお願いします。



　ございませんか。

（ ありません。の声あり）

　ないようでございますので、賛成の方の挙手を求めます。

（全員賛成）

議　　長 　はい。ありがとうございます。全員賛成でございますので整理番号

１につきましては許可することに致します。

　続きまして、日程第３．議案第２９号　農業振興地域整備計画に係

る農用地利用計画の変更についてを議題と致します。

　事務局に説明を求めます。

事務局 　はい、７ページをお開きください。日程第３．議案第２９号　農業

振興地域整備計画に係る農用地利用計画の変更について、農業振興地

域整備計画に係る農用地利用計画の変更申請の提出に伴い、農業振興

地域の整備に関する法律施行規則第３条の２により、転用の可能性に

ついて合議を求められたので付議する。

令和５年５月９日　苓北町農業委員会　会長　小野三幸。

　令和５年４月１８日付けで苓北町長から合議があっております。農

業振興地域整備計画の策定又は変更をしようとするときは農業委員会

の意見を聴くものとするとなっております。今回は農用地区域除外の

申請があっており、農業委員会には農用地区域の除外、除外した後転

用できるかの可能性についての合議を求められております。

　８ページをお開きください。整理番号１の案件について説明致しま

す。

　申請人は議案記載の個人です。申請物件は苓北町志岐の畑１筆　２

８０㎡です。

　施設の概要は墓地です。

　申請理由は「申請人は高齢であり、足腰が衰えている。また、免許

の返納を計画中でもあり、今後の墓参りの交通手段がなくなってしま

う。元気なうちに離れている墓地を自宅近くに移転し、先祖の供養を

行いたいと思っている。また、当該農地２８０㎡のうち約８０㎡程度

を譲り受け、遠方で急峻な山の頂上にある娘夫婦の先祖の墓石と共

に、２基の墓石を移転する。」というものです。



　場所については、９ページ、１０ページに図示しておりまが、場所

は、苓北分署から約２００ｍほど農道方面に上った左手にある農地に

なります。

　審議の要点については、２．使用目的の実現の確実性　③他法令の

許認可の見込みについて、当該農地は、令和５年５月１４日に工事完

了公告を行った「県営志岐地区土地改良事業：農業用用排水施設」の

受益地であり、農振法施行令第９条に規定されている工事が完了した

年度の翌年度の初日から起算して８年を経過した土地でなければ農振

除外できないということから、令和９年３月３１日までは農振除外は

不可能である農地であります。

　また、３．土地選定の適否については、当該農地は、農振地域の農

用地区域に指定されており、農業公共投資の対象農地で、１０ヘク

タール以上の生産性の高い第１種農地となっており原則許可をするこ

とができない農地であります。また、転用目的が墓地であるため、農

地転用を例外的に許可することができる要件にも該当していないこと

から、以上、２つの理由により農振除外は不可と思われます。以上で

ございます。

議　　長 　はい、ありがとうございました。只今事務局から説明がございまし

たが、整理番号１につきましてご意見のある方は、挙手をお願いしま

す。

福田委員 　はい。

議　　長 　福田委員。

福田委員 　現在の農地の状況は、壊れかけとっとですか土地が。

事務局 　今ある農地は、所有者さんが野菜を作られています。

福田委員 　分かりました。

荒木委員 　はい。

議　　長 　荒木委員。

荒木委員 　この近所には、家はあっとでしょうか。



事務局 　家というか、分断要件であったり接続要件だったりというような対

象となるような家はありません。

荒木委員
　墓地をたてる時は、２００ｍか１００ｍかの許可がいるとやんね。

事務局 　墓地の要件についてはですね、半径２００ｍ以内の全員の方の同意

が必要になります。

議　　長 　簡単には造れんとですよね。墓地の所にお願いすればいいけど。

　皆さんどうですか。事務局の説明のとおりでよろしゅうございます

か。

荒木委員 　そこば認可すれば新たにまた認可せにゃならんようになるけんです

ね。

議　　長 　こういうことで許可していきますと、あの時は許可したじゃないか

ということでですね。やはりちゃんと決まりは決まりのようにです

ね、審査していかんばんですね。

　では、賛成の方は挙手をお願いします。

瀬形委員 　除外しないということに賛成ということですね。

議　　長 　はい。事務局の説明どおりに賛成しますということですよ。土地を

墓地にということに賛成ではなくて、事務局の説明を受けましたです

ね、この農振除外は許可できないだろうという話だったですけど、そ

れに賛成かっていう方は手を上げて下さい。

（全員賛成）

　はい。皆さん賛成でございますので、整理番号１につきましては、

許可見込みなしと決定します。

　続きまして、日程第４．議案第３０号　農用地利用集積計画の認定

についてを議題と致します。

　それでは、事務局に説明を求めます。



事務局 　はい、１１ページをお開きください。日程第４．議案第３０号　農

用地利用集積計画の認定について、農業経営基盤強化促進法に基づき

別紙のとおり苓北町農用地利用集積計画書を作成し、農業経営基盤強

化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５

条第１項により認定を求められたので附議する。

令和５年５月９日　苓北町農業委員会　会長　小野三幸。

　１２ぺージをお開きください。農用地利用集積計画総括表の左側が

今回の分になります。

　利用権設定の５年以上の新規が５件、所有権移転が１件ございま

す。

　詳細は、利用権設定が合計で畑５筆　２，５１３㎡です。明細は１

３ページ、１４ページに記載しています。

　いずれも、農地中間管理事業を介した利用権の設定で、利用権を設

定する土地、利用権を設定する者、利用権の設定を受ける者、設定す

る利用権、期間につきましては、それぞれ議案記載のとおりです。

　次に、所有権移転が畑１筆　２８５㎡です。明細は１５ページに記

載しています。

　所有権の設定を受ける者、所有権を設定する土地、所有権を設定す

る者、所有権の移転内容につきましては、それぞれ議案記載のとおり

です。

議　　長 　はい、ありがとうございました。この件につきましてご意見のある

方は、挙手をお願いします。

　ございませんか。

（ありません。の声）

　ないようでございますので、この件につきまして賛成の方の挙手を

求めます。

（全員賛成）

　はい、ありがとうございました。

　全員賛成でございますので、議案第３０号は原案どおり認定するこ

とに致します。



　続きまして、日程第５．議案第３１号　非農地判断定についてを議

題と致します。

　それでは、事務局に説明を求めます。

事務局 　はい。１６ページをお開きください。日程第５．議案第３１号　非

農地判断について、農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか

否かの判断ついて附議する。

令和５年５月９日　苓北町農業委員会　会長　小野三幸。

　この判断は農地法第２条第１項に規定する「農地」に該当するか否

かの判断について審議していただくものです。

　１７ページをお開き下さい。志岐の農地１２件について個人申請が

あったため、令和５年５月１日に小野会長と事務局職員で現地調査を

行っております。調査の結果につきましては１８ページに記載をして

おります。

　位置図及び字図につきましては１９ページから２４ページに図示し

ております。場所は、それぞれ志岐山地区内にあります農地になりま

す。

議　　長 　はい、ありがとうございました。この件につきましては、私が現地

を確認してまいりましたので報告します。

　只今事務局から説明がありましたように、５月１日に事務局と私３

名で現地の確認に行ってまいりました。

　ご覧のように、沢山の地番があるんですけど、とにかく荒れている

ところを見に行かれて皆さん気付かれておられますように、もう農地

に全然入れないですね。とにかくそこに足を踏み入れることも出来な

いくらい道から荒れているような状態でございました。

　とてもそれを再生するということは、もうお年もとっておられる

し、再生不能じゃないかと判断をしてまいりました。以上でございま

す。

議　　長 　他にご意見のある方は、挙手をお願いします。

　ございませんか。

（ ありません。の声あり）



　ないようでございますので、この件につきまして賛成の方の挙手を

求めます。

（全員賛成）

議　　長 　はい。ありがとうございます。全員賛成でございますので、議案第

３１号は原案どおり非農地と認定することに致します。

　議案につきましては以上でございますが、事務局から他にございま

したらお願い致します。

事務局 　事務局からその他事項がございます。

１．農地等の利用の最適化の推進に関する指針について

２．令和４年度活動点検・評価について

　次回、令和５年第６回総会は、令和５年６月６日（火）午前９時３

０分から庁議室で開催する予定です。事務局からは以上です。

議　　長 　はい、ありがとうございました。皆様から他に何かございました

ら、挙手をお願い致します。

（ありません。の声あり）

議　　長 　ないようでございます。

　農業委員会の議題は以上でございます。

　以上をもちまして、令和５年第５回総会を閉会致します。

右は総会会議の顛末に相違ないことを証し署名する。

閉会　午前１０時２５分　　　　

　　会　　　　　長  　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　署　名　委　員　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　署　名　委　員　　　　　　　　　　　　　　　　　　


